
令和 2年５月２７日 

保護者の皆様へ 

新型コロナウイルス感染症予防対策について（6月 1日～） 

                               岡山県健康の森学園支援学校保健室 

 

 新型コロナウイルス感染症による岡山県の緊急事態宣言解除により 6月 1日より学校再開となります。 

基本的には通常運営ですが、感染症予防のため活動内容や生活の流れに変更があります。本校での学校再開

にあたり、感染症の早期発見対応と集団発生未然防止のため、準備や対応していただくことを以下に挙げて

います。ご協力お願いいたします。ご不明な点は担任等を通じてお伝え下さい。 

 

１ 登校時の健康観察の徹底 

   現在学校職員及び外来者についても検温、手指消毒の徹底を行っております。つきましては、登校時

はお子様、保護者の方共にマスク着用の上、お子様の検温、健康観察に加え保護者の方の検温、手指消

毒もお願いいたします。 

  家庭では 登校前の検温及び結果の記録をお願いします。休日、家庭での健康観察をお願いします。 

  登校時は お子様及び校舎に入られる保護者の方の検温及び健康観察の確認。 

校舎又は寄宿舎入り口での手指消毒。 

  ※ 発熱や風邪症状がある場合自宅での療養又はかかりつけ医、最寄りの保健所への電話連絡相談を 

お願いします。症状がある場合は登校できません。風邪薬を服用しながらの登校もできませんから、 

臨時薬として風邪薬を医師の処方であっても預かることはできません。在校時の発症についても隔 

離した上でのお迎え依頼になります。保護者の方に連絡がつくようにお願いします。 

自宅療養中は、出席停止扱いとなり欠席となりません。4日以上症状が続く場合は、学校から教育 

   庁への報告が必要となりますので、自宅療養中の様子についても記録しておいて下さい。（担任から 

   確認の連絡があります。） 

    受診の結果、感染している又は（家族が感染等による）濃厚接触者であることが明らかになった場 

合、速やかに学校に連絡をお願いいたします。保健所等に指示に従った対応が必要となります。 

 

２ 消毒について 

   本校での消毒は以下のように行います。 

  ・手指消毒：ハンドミスト（発売元：ライオン）を使用。登校時、食事前、作業後、トイレ後など。 

  ・器具消毒：アルコール消毒（60%以上濃度）を使用。児童生徒の不在時に教職員が行う。共有した 

施設や教材がある場合はその都度。 

  ・食堂食卓：弱酸性次亜塩素酸水を使用。配膳前、食事後に教職員が行う。 

※ 激しい手荒れがある、手に傷がある等の場合には、症状悪化を予防するため消毒はしないで、丁寧 

 な手洗いを行います。 

 

３ 感染予防のために 

①  手洗いの徹底 

     食事前やトイレ後、作業後、帰宅時などこまめに手洗いをしましょう。消毒も濡れたままの手や 

    汚れたままの手では効果がありません。石けんを使った丁寧な手洗いを基本としてウイルス等の 

除去を行って下さい。清潔なハンカチを携帯し水気をしっかり拭くようにしましょう。 

②  咳エチケットの徹底 

原則、常時マスク着用です。マスクが苦手なお子様も慣れるために、人に会う時や外出する時の

マスク着用をお願いします。教室や寄宿舎で過ごす時も着用します。十分な数の使い捨てマスク又

は洗い替え用のマスクをご準備下さい。 

③  3条件（3つの「密」）を避け集団感染を予防 

     「換気の悪い密閉空間」「多数が集まる密集場所」「間近で会話や発声をする密接場面」への外出 

    を避けましょう。学校では教室等の常時喚起等を行い、あらゆる場面で人と人の間隔をできるだけ 

とるようにしたり、対面を避けたりします。 


